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２　進め方（ワークシート活用例）

　障害のある人が暮らしやすいまちは、誰もが暮らしやすいまちです。障害には様々な種別がありま
すが、活動やふれあいを通じて「ちがい」をいかしたり、「ちがい」を認め合って共に生きていくこ
とが大切です。ここでは、障害のある人との今までの出会いや経験を語り合い、誰もが暮らしやす
い地域にするためにできることを考えましょう。

　〈具体的な特徴とサポートのポイント〉下記の特徴があっても必ずしも発達障害にあたるとは限りません。

３　資料　発達障害者の理解と支援のために「知ってほしいな発達障害のこと」（滋賀県障害福祉課）より
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○視線が合わない。
○特定の音や刺激が苦手。
○仲間づくりが苦手。
○言葉の表現や理解に遅れがある。
○急な予定や場面の変更が苦手。
○同じことを繰り返す。　　　　　　など

○話しかけるときは短く具体的に。
○写真や絵、文字、具体的な物などを
　使って伝える。
○予定や予定の変更は事前に伝えておく。
○音や視覚的な刺激に配慮した環境を
　整える。

など

○言葉による指示や注意が理解できない。
○相手に伝わるように話をすることができない。
○文字や行をとばして読んでしまう。
○形の似た、異なる文字を書いたり、枠の中に文字を書くことが
   できない。
○その場の状況に臨機応変に対応することができない。　など

○伝えるときは視覚的な情報を付け加える。
○注意が向くように確認しながら話す。
○読む部分に注意しやすいようにラインやカバーを活用する。
○自分の話したいことをまとめる時間を作る。
○書き込むマス目を大きくする。
○計算式を具体的なものを使って表し、イメージしやすくする。

など

○じっとしていることができず、すぐに席を離れ
　てしまう。
○衝動的に思ったことを行動に移してしまう。
○注意が続かず落ち着かない。
○約束したことや決められたことが守れない。

　など

○それぞれ子の持続力に合わせて課題を設定
　し、やりとげることで達成感が持てるようにす 
　る。
○時間の経過やルール、約束などを常に確認
　できるような場所に示す。
○周囲の刺激が多い場所（窓際や廊下側など）
　をさけて集中しやすい環境を整える。　 など

　これまでから、滋賀県では身元調査を許さない意識を高めるための様々な取組を展開してきまし
た。しかしながら、結婚や就職の際の身元調査につながる戸籍等の不正取得や同和地区の問合せ
などがあったことが明らかになっています。ここでは、同和問題の今日的な問題の解決に向けて、
地域でどのような行動ができるかを考えましょう。

Ⅱ-5　同和問題Ⅱ-4　障害者の人権問題

１  イラストを見て、参加者の率直な意見を聞いてみましょう。
２  資料①を参考にして、まず発達障害（自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等）
　 について、知っていることがあれば話し合ってみましょう。
    ★視点１　発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害 
　　　　　　 （LD）、注意欠陥多動性障害(ADHD)その他これに類する脳機能の障害のことをいい
　　　　　　 ます。通常低年齢で症状が現れます。決して、育て方や家庭環境によって引き起こさ 
　　　　　　 れるものではありません。

• 資料②を参考にして、障害のある人とこれまでに体験した話を率直に出し合って、 
　 障害者に対する理解を深めましょう。
　  ★視点２　障害には、肢体不自由、視覚障害、聴覚障害、知的障害、精神障害、発達障害な
　　　　　　 どがあり、それぞれの障害を正しく理解することが大切です。障害には、病気や事故
　　　　　　 による外傷、加齢など後天的なものもあり、他人ごとではなく自分自身の問題として
　　　　　　 考えることが大切です。
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１  障害のある人が暮らしやすいまちづくりをするために地域でできることを話し合いま
　 しょう。
　  ★視点３　障害者虐待などが疑われる場合は、行政機関に連絡するように伝えます。また、介 
　　　　　　 護や子育て等に悩んでいると感じた場合は、相談窓口を紹介します。

２  資料③を参考にして、身近な地域でバリアフリーやユニバーサルデザインがどのよ 
　 うにいかされているか話し合ってみましょう。
　  ★視点４　バリアフリーは、すでにある障壁（バリア）を取り除くことです。これに対して、ユニバー
　　　　　　 サルデザインは、はじめから全ての人が利用しやすい施設や製品等をデザインすると
　　　　　　 いう考え方です。

Ⅲ

4　より深く学ぶために（資料）
　　リーフレット「障害者への虐待を防ぐために」～障害者虐待防止法について～
　　（滋賀県障害者権利擁護センター）

3　より深く学ぶために（資料）

　　「こころのいずみへ」（滋賀県人権施策推進課）

２　進め方（ワークシート活用例）
ワーク 進め方とファシリテーターの視点

１  知らない間に戸籍等の個人情報が取得されていたらどう思うかについて、率直な意 
　 見を聞いてみましょう。
　  ★視点１　戸籍等の不正取得による身元調査は誰もが対象となっています。身元調査を許さない
　　　　　 　ことは自分自身の個人情報を守ることでもあり、全ての人の問題であることを共有し
　　　　 　　ます。

２  資料①により、戸籍等の個人情報を売買する事件が起こっていることを確認します。
　  ★視点2　八業士（弁護士・司法書士・行政書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務  
　　　　　　 士・弁理士・海事代理士）と呼ばれる資格を持つ人は、職務上の請求用紙により本
　　　　　　 人の了解なしに戸籍等を取得することができます。このことを悪用して、戸籍等の個  
　　　　　　 人情報が不正に取得される事件が起こっています。

3  資料②をもとに、差別につながる身元調査が行われるのはなぜかを考えます。
　 ★視点3　 資料②より身元調査の背景にある意識について話し合います。意識調査の選択肢か
　　　　　　 ら当てはまるものを選んでもらい、その理由を聞きます。
　  ★視点4　資料②では約８％の人が「当然のことと思う」と答えており、そのような意識が、身元
　　　　　　 調査がなくならない原因の一つであることを伝えます。
　  ★視点5　まとめとして、本人の努力や能力とは関係がなく、生まれたところや住んでいるところ
　　　　　 　で人を判断することはあってはならないことを確認します。
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• 同和問題の解決にむけて、地域や家庭で取り組んでいることやこれから出来ること 
　 について語り合いましょう。
　  ★視点10  地域や家庭でできることについては、「語り合いましょう！」を参考に話し合います。
　  ★視点11  県内の市町でも、登録型本人通知制度が始まっています。この制度は、事前登録をし
　　　　　　 ておくと本人以外の者が戸籍等を取得した場合には本人に通知するというもので、個
　　　　　　  人情報の不正取得防止を目的としています。この制度を導入している市町では、制度
　　　　　    の利用について様々な案内をしています。事前にパンフレット等を用意し配布します。

Ⅲ

１  住宅や土地を購入する際、どのような条件を考えるか聞いてみましょう。
　  ★視点6　「日当たりが良い」「交通の便が良い」「近くに学校がある」など、様々な考えを出し合い
　　　　　　 ます。

２  資料③をもとに、同和地区への忌避意識について考えましょう。
　  ★視点7　資料③より、どのような事がわかるか話し合います。また、意識調査の選択肢から当
　　　　　　 てはまるものを選んでもらい、その理由を聞きます。
　  ★視点8　資料③では、30歳代、40歳代で「避ける」割合が高くなっている理由について聞いて 
　　　　　　 みます。実際に住宅を購入すると考えられる世代になると気にする人が多くなることを
　　　　　　 伝えます。
　  ★視点9　まとめとして、同和問題を自分の問題として考え、いかに差別をなくす立場で行動で
　　　　　　 きるかが重要であることを確認します。
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